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１ はじめに 

 

 

  丹波篠山市は、篠山城跡を中心とする歴史的な町並み、街道沿いに連なる宿場町、

緑豊かな里山や田園風景など、日本の原風景と称される美しい景観に包まれています。

本市では、この魅力ある景観を活かしたまちづくりを進めており、これまで景観形成

や観光振興の観点から、重要伝統的建造物群保存地区や篠山城跡の周辺において無電

柱化を実施してきました。また、道路上の電柱や張り巡らされた電線は、良好な景観

が損なわれるだけでなく、歩行者や自転車等の通行の妨げにもなることがあるほか、

地震等の災害により電柱が倒壊し、緊急車両等の通行に支障を来すこともあるなど、

近年では、災害の激甚化等により、無電柱化の必要性が高まっているとされています。 

  国では、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観の形成等を図るため、

平成２８年に無電柱化の推進に関する法律（以下、「無電柱化法」といいます。）が定

められ、同法第７条に基づき、国の無電柱化推進計画を策定し、無電柱化を推進して

います。 

  本市においても、更なる無電柱化に向けて、無電柱化法第８条に基づき、総合的か

つ計画的に推進するため定めるものです。 
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２ 計画の目的と位置付け 

 

（１）計画の目的 

丹波篠山市は、篠山城跡を中心に武家屋敷や商家の町家が軒を連ね、歴史的な町

並みが形成されています。これまで、歴史と文化が織りなす丹波篠山の景観に磨き

をかけるとともに、観光振興等を図るため無電柱化を実施してきました。今後も、

本市の特性を活かした良好な景観の形成、観光振興、安全で円滑な交通の確保等を

図るため、無電柱化法に基づき、計画的に無電柱化を推進していくものとします。 

 

（２）計画の位置付け 

本計画は、無電柱化法第８条に基づき、国が策定する「無電柱化推進計画」及び

「兵庫県無電柱化推進計画」を基本とします。 

また、本市の最上位計画である「第３次丹波篠山市総合計画」に即して定めると

ともに、本計画に関連する分野別計画と整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間 

   

令和８年度（2026 年度）から令和１２年度（2030 年度）までの５年間とします。 

なお、国や兵庫県が策定している無電柱化推進計画の見直しや社会情勢の変化など

を考慮し、適宜見直しを行います。 

 

丹波篠山市無電柱化推進計画 

（無電柱化法第８条） 

国の無電柱化推進計画 

（無電柱化法第 7 条） 

兵庫県無電柱化推進計画 

（無電柱化法第 8 条） 

第 3 次 

丹波篠山市総合計画 

分野別計画 

・都市計画マスタープラン 

・地域防災計画 

・景観計画 等 

基本とする 

即する 

基本とする 

整合 

図 2.1 計画の位置付け 
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４ これまでの取り組み 

 

丹波篠山市では、平成１２年度より篠山城跡の周辺において、都市計画道路整備の

一環として、市道御徒士町線及び市道中央線で無電柱化を実施してきました。また、

平成２９年度からは、国土交通省の景観まちづくり刷新支援事業により、重要伝統的

建造物群保存地区の市道河原町南濠端線及び篠山城跡へのメイン通りである市道大

手線において、良好な景観の形成や観光振興の観点から無電柱化を進めてきました。

特に、景観まちづくり刷新支援事業による無電柱化は、篠山城下の町並み景観が大き

く向上したと評価され、観光客の増加や地域活性化につながっています。 

なお、市内における無電柱化の実績は、累計で約１.５㎞の整備をしています。 

 

表 4.1 無電柱化の実績 

完了年度 路線名 延長 

平成 18 年度 市道中央線 282ｍ 

平成 19 年度 市道御徒士町線 400ｍ 

令和 元年度 市道大手線 250ｍ 

令和 ３年度 市道河原町南堀端線 600ｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.1 景観まちづくり刷新支援事業による無電柱化 

【整備前】 

【整備後】 

【整備前】 

【整備後】 

（河原町通り） 

（大手線） 
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５ 無電柱化の推進に関する基本的な方針 

 

（１）基本方針 

丹波篠山市では、歴史的な町並みを活かした景観まちづくりを推進するため、主

に良好な景観の形成や観光振興の観点から無電柱化を進めてきました。今後も、国

及び兵庫県の無電柱化推進計画を踏まえ、景観形成及び観光振興を図るとともに、

防災機能の向上や安全で円滑な通行空間の確保を図るため無電柱化を推進します。 

また、無電柱化法第２条の「無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、

地域住民が誇りと愛着を持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われな

ければならない。」との基本理念を踏まえ、市民や関係者の理解と協力を得て無電

柱化を推進します。 

 

（２）無電柱化の対象道路 

無電柱化の実施にあたっては、電線管理者等との適切な役割分担の下、目的に

応じて以下のような道路を対象に優先的に無電柱化を推進する道路として取り組

みます。なお、国道、県道等については、必要に応じて当該道路管理者に協力を

要請します。 

 

① 防災機能の強化・向上 

地震や台風等の自然災害時に電柱の倒壊に

よる道路閉塞を防ぎ、避難や救急活動、物資輸

送等を円滑に行うため、緊急輸送道路や防災拠

点、避難所等へのアクセス道路、災害による被

害の拡大防止を図るために必要な道路などの

無電柱化を推進します。 

 

 

 

② 安全・円滑な交通確保 

人通りの多い商店街等の道路、歩行者が電柱

を避けて車道にはみ出すような道路など、歩行

者や自転車の安全で円滑な通行の確保のため

に必要な道路の無電柱化を推進します。 

 

 

 

図 5.1 倒壊した電柱による道路閉塞 

（出典：国土交通省ＨＰ） 

図 5.2 路側帯に設置された通行を妨げる電柱 

（出典：国土交通省ＨＰ） 
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③ 景観形成・観光振興 

電柱や電線により美しい景観が損なわれてしまうため、重要伝統的建造物群保

存地区、丹波篠山市景観計画の歴史地区など地域の特性を活かした良好な景観の

形成や観光振興に必要な道路の無電柱化を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 無電柱化の推進に関する目標 

 

無電柱化の推進にあたっては、無電柱化の必要性の高い区間から重点的に実施して

いくことが重要です。このため、令和１２年度（2030 年度）までに優先的に無電柱化

を推進する道路を対象として、約 500ｍの無電柱化を目指します。 

 

 

７ 無電柱化の推進に関する施策 

 

（１）無電柱化事業の手法 

無電柱化には、電線類を地中に埋設する「地中化構造」と屋側配線・迂回配線等

の「非地中化構造」による手法があります。地中化による無電柱化は、整備する実

施主体により「電線共同溝方式」とそれ以外に大別されます。 

整備手法は、道路管理者、電線管理者や地域住民等との協議を踏まえ決定します。 

 

   

 

 

 

 

図 5.3 重要伝統的建造物群保存地区の無電柱化（河原町通り） 

【整備前】 

【整備後】 

無電柱化 地中化構造 

非地中化構造 

・電線共同溝方式 

・電線共同溝方式以外 

（単独地中化方式、要請者負担方式など） 

・迂回配線（旧:裏配線） 

・屋側配線（旧:軒下配線） 

図 7.1 無電柱化の手法 
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① 電線共同溝方式 

電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、道路管理者が電線共同溝を

整備し、電線管理者が電線、地上機器を整備する方式です。丹波篠山市では、これ

まで電線共同溝方式により整備を進めてきました。 

電線共同溝の整備に際しては、収容する電線類の量や道路交通の状況、既設埋設

物の状況等に応じ、メンテナンスを含めたトータルコストにも留意しつつ、小型ボ

ックス構造等の低コスト手法の活用も検討します。また、電線管理者等が既設の地

中管路等を有する場合には、これらの既存ストックの活用が可能か検討し、効率的

に無電柱化を進めます。なお、地上機器の設置により道路幅員の確保が困難な場合

等は、現地の状況に応じて脇道の電柱上や民地への設置、柱状型機器の活用を検討

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：（国土交通省 無電柱化のコスト縮減の手引き） 

図 7.3 小型ボックスによる整備イメージ 

図 7.2 電線共同溝イメージ 

（出典：国土交通省 無電柱化のコスト縮減の手引き） 

地中化構造は、電線類の収用

空間として地中に管路等を

埋設するため、台風等の災害

に強靭です。 
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② 屋側配線（旧:軒下配線）・迂回配線（旧:裏配線） 

地中化によらない無電柱化の手法として、屋側配線や迂回配線があります。屋側

配線は、沿道の建物の軒下等を利用して配線する構造です。迂回配線は、無電柱化

を行う道路の裏道等を利用して配線する構造です。狭小な道路幅員や歩道のない

道路、地上機器設置箇所が不在等、電線共同溝の実施が困難な場所において有効な

手法であり、条件が整う場合は活用を検討します。本手法に関しては、地域住民等

の合意形成を図ったうえで実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）関係者間の連携の強化 

 

① 推進体制 

道路管理者、交通管理者及び電線管理者等からなる兵庫県無電柱化地方部会を

活用し、無電柱化の対象路線や無電柱化手法、事業実施時期等について協議・調整

し、円滑な事業実施に努めます。また、地域の合意形成や整備事業の円滑な実施を

図るため、必要に応じ地元関係者を含む協議会等を設置し、整備手法や地上機器の

設置場所等について合意形成を図ります。 

 

② 工事時の配慮 

市道において、道路事業や地下埋設物の工事等が実施される際には、適宜関係者

に情報提供を行い、工事が効率的かつ円滑に進むよう、工程等の調整を行います。 

 

③ 抜柱の推進 

電線共同溝等を整備し、電線類の入線後は、地上にある電線及び電柱を速やかに

撤去して無電柱化の推進を図ります。 

 

④ 民地等の活用 

道路空間に余裕がない場合や良好な景観形成の観点から道路上への地上機器の

設置が望ましくない場合は、地上機器の設置場所に公共施設等の公有地や民地の

活用を検討します。また、将来にわたり安定的に運用できるよう、賃貸借等による

使用に加え、必要に応じて用地買収等も含めて適切な手法を検討します。 

図 7.4 屋側配線による無電柱化イメージ 図 7.5 迂回配線による無電柱化イメージ 

出典：（国土交通省 無電柱化のコスト縮減の手引き） 



- 8 - 

 

８ 施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

 

（１）無電柱化情報の共有 

国及び県と連携し、無電柱化に関する情報収集に努めるとともに、丹波篠山市の

取り組みについて国や他の地方公共団体との共有を図ります。 

 

（２）広報・啓発活動 

無電柱化を実施するにあたり、地域住民の理解と協力が不可欠です。事業の実施

にあたっては、地域住民の理解と関心を深め、無電柱化への協力が得られるよう積

極的な周知等に努めます。 
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無電柱化候補路線一覧（市道） 

 

 

№ 路線名 道路延長 施策 備考 

１ 市道四季の森線 約 110ｍ 防災 緊急輸送道路 

２ 市道今田新道線 約 520ｍ 防災 緊急輸送道路 

３ 市道本明谷線 約 50ｍ 防災 緊急輸送道路 

４ 市道福住西野々線 
約 3.3km 

うち約 300ｍ 

景観 

防災 

伝統的建造物群保存地区 

緊急輸送道路 

５ 市道藤岡線 約 490ｍ 防災 緊急輸送道路 

６ 市道城西線 約 480ｍ 防災 緊急輸送道路 

７ 市道中央線 約 300ｍ 景観 歴史地区 

８ 市道西町本線 約 170ｍ 安全・景観 
商店街、歩道なし、道路区域・ 

歴史地区 

９ 市道西岡屋立町線 約 1.3km 安全・景観 
商店街、歩道なし、道路区域・ 

歴史地区 

１０ 市道城東線 約 800ｍ 景観 歴史地区 

１１ 市道城内西線 約 70ｍ 景観 歴史地区 

１２ 市道城内北線 約 300ｍ 景観 歴史地区 

１３ 市道河原町南堀端線 約 720ｍ 景観 伝統的建造物群保存地区 

１４ 市道御徒士町線 約 90ｍ 景観 伝統的建造物群保存地区 

※優先的に無電柱化を推進する道路のうち代表的な路線を示しています。 
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